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静岡県環境審議会第４回廃棄物リサイクル部会 会議録

日 時 令和４年２月２日（水）14:00～15:30

場 所 オンライン

出 席 者

職・氏名

委員（敬称略、五十音順）

岩堀恵祐、小杉充伸、五明玲子、千賀康宏、高田 勝、平井一之、藤井

節子、牧野正和、松浦敏明、山田和芳

事務局

県廃棄物リサイクル課：村松課長、片山課長代理ほか

議 題 ・第４次静岡県循環型社会形成計画素案について

配付資料 ・第４次静岡県循環型社会形成計画の概要 【資料１】

・第４次静岡県循環型社会形成計画（素案） 【資料２】

・第４次循環型社会形成計画パブリックコメントに

おける意見及びそれに対する県の考え方等 【資料３】
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１ 審議事項

（１）第４次静岡県循環型社会形成計画素案について

２ 審議内容

（１）会議成立の確認

委 員 11人 中 10人 の 出 席 を確 認 。静 岡 県 環 境審 議 会 条例 第 ６条 の 規 定に よ り

会議成立。

（２）議事内容

ア 第４次静岡県循環型社会形成形成計画案

事 務 局 か ら 資 料 １ か ら 資 料 ３ に 基 づ き 、 第 ４ 次 静 岡 県 循 環 型 社 会 形 成 計 画

の 概 要 、 計 画 案 及 び パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト に お け る 意 見 及 び そ れ に 対 す る 県 の

考え方等について説明後、質疑応答が行われた。

○部会長 ありがとうございます。

まずは、Ａ３判の「第４次静岡県循環型社会形成計画の概要（素案）」。これが両面

の表刷り、裏刷りになっております。多くの県民の皆様は、まずこれを見られるのでは

ないのかなというふうに思います。ですから、まずこれにつきまして、ご意見をいただ

ければというのが、私からのお願いしたい１点目です。

もう１点目は、この冊子体、本体にあたる今回改訂されました内容に加えて、もう既

に委員の先生方はお目通しいただいているかと思います。さらにこういう部分について、

パブリックコメントも踏まえてご意見をいただければと思っておりますので、この２点

を中心に、まずは皆様方のご意見をいただければと思っております。

今回はオンデマンドという形式で、私自身があまり慣れておりませんので、大変恐縮

ですけれども、「手挙げ機能」を使って手を挙げて、私か事務局からの「○○先生、お

願いします」という発言があった後、発言していただく。こういう流れにさせていただ

きたいと思いますので、この点もご了解ください。

改めまして、概要版、冊子版、全体を通しまして、何かご意見のある方、挙手機能を

使って教えていただけないでしょうか。お願いします。

○委員 よろしくお願いします。

概要版の表の「静岡県の廃棄物の状況」という表があります。それで、先ほどの修正
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のところの説明で、一般廃棄物については「総排出量」の「総」を入れるということで

お話がありましたけれども、ここの「一般廃棄物の排出量」ということで、「総」が入

っていないというのが１点で、ただ、表の四角の中では「県総排出量」というふうにな

っています。そこらの整合性と、その下の「産業廃棄物の排出量」という言い方ですけ

れども、これは、計画の本文のほうも、一般廃棄物については「総排出量」という呼び

方で入れてありますけれども、産業廃棄物については「排出量」という形で使い分けを

してあるのですけれども、これを読んだときに、それぞれ意味があるのかなというよう

な疑問を持つのですけれども、この呼び方については、国のほうの計画でも使い方は統

一されていると思いますので、そういったものとの整合を取るべきではないかというふ

うに考えます。

○部会長 ありがとうございます。

この「総」という文言があるかどうかで、かなりこの印象が変わってくるという委員

の指摘はごもっともなところですが、これに関しましては、事務方のほうで何か回答は

今できそうですか。ちょっとしばらくお時間をください。

○廃棄物リサイクル課 ここの「総排出量」の書き方でございますけれども、いわゆる国

が出している統計で使われている言葉と、それから一般廃棄物、産業廃棄物のところで

使われている「総排出量」の言葉の、いわゆる表現の仕方でございますけれども、県が

使っているものと多少表現が違っているという状況がございますので、持ち帰って検討

させていただければ考えております。

○委員 最初、本文のほうで「温室効果ガスの総排出量」という表現があって、それに引

きずられている部分もあるかなと思いますので、循環型社会形成計画のほうの使い方を

また調べて確認していただければ、それでよろしいかと思います。

○廃棄物リサイクル課 ありがとうございます。

○委員 全体の中で、特にパブコメの意見等の対応も今聞かせていただいたんですが、先

般お送りいただいた、この循環型社会形成計画案の49ページの「ごみ処理有料化の検討」

のところですが、私も県内のいろんな自治体の環境審議会とか制度対策審議会、廃棄物

対策審議会等いろいろ出ているのですが、恐らく今後、自治体として、基礎自治体の皆

様方が、ごみ処理の有料化の検討というのは、相当議論を深めていかなければいけない

自治体が相当増えてくると考えております。既に49ページに書いていただいているとお

り、指定袋の関係とか、具体的にやっていただいているところもありますが、私のとこ
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ろにも相談をいただいているのでは、「これから有料化をしたいんだけど」ということ

で、正直市長さんの選挙の政治的な部分もあるし、ここのパブコメのほうにあった「市

民の理解」というのはあるわけですけれども、私の思うには、この市民の方の意見で、

いろいろ市民理解というのが書いてあるんですが、この辺の市民の方のコメントはあん

まり意識する必要はないかなと思っておりまして、個人的には、もうみんな有料化を検

討していくべきじゃないのかなということを、ちょっと県として働きかけをしていって

もいいんじゃないのかなというふうに思っている次第でございます。

そこで、一応この49ページにこういうふうに形成計画で書いていただいておりますが、

県の各自治体に対する有料化に関するご指導の在り方というのは、「一応県としてはこ

ういうふうになっている」ということをちょっとお聞かせいただくことの確認と、それ

から実態として、今１年間のごみ処理に対するコスト。例えば静岡市、浜松市あたりだ

と、毎年毎年80億、90億のお金を使っているわけですね。そういったことで、ほかの自

治体においても、１人頭でいえば１年間に１万2,000円から１万5,000円ぐらい使ってい

るところがあるわけですけれども、そんなことも含めて、ここに書いてある表現のこと

について、県のほうでは、各基礎自治体に対するご指導の在り方というのはどういうふ

うに考えているかというのをお聞かせいただければと思います。

○部会長 事務局から回答はすぐに出そうですか。

○廃棄物リサイクル課 それでは、全体的なお話を幾つかできればと思っております。

まず、国も言っているのは、施設整備。例えば施設を更新するときに、国のお金を使

って施設整備をするわけですけれども、このときには、有料化の取組状況。これを、交

付金を交付するときの参考資料、いわゆる確認作業として、「今後の施設整備に当たっ

てはやっていきます」ということで、基本的には「有料化を進めてください」という国

の方針がございます。これにつきましては、市町村とのいわゆる連絡会議というのを設

けておりまして、この中でも、市町との会議の中で、この話は伝えております。

ただ実際には、市町村も、導入するときに、自分たちが持ち込む、搬入ごみと言われ

る大型のごみですとか、自分が焼却施設に持ち込む。こういったところは、もう手数料

を取るような形になっております。それから、生活ごみということで、ごみの集積場、

ごみステーションに出す袋。こちらについても有料化をしているところはありますけれ

ども、これからやるところもあります。あとは、これをあとどれぐらい上乗せしようか

というようなことを検討しているような市町もあるということでございます。
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それから、有料化に当たってですけれども、効果が一時的になってしまっている自治

体もあったりして、今後どうするかという議論をしているような自治体もあるというよ

うな状況でございます。

それから、生活ごみの有料化率でございますけれども、他の都道府県と比べますと、

本県は若干低いのかなという状況――たしかこの中の一覧でも有料化の状況が出ていま

すけれども、低いような状況にあるということでございますけれども、自治体によって

は「やれるべきことはやった後に有料化を考える」というようなご意見を幾つかいただ

いていると。そんな状況でございます。

○委員 ありがとうございました。

○委員 今の有料化に関してですけど、富士市も、大型ごみの一部については有料化をと

いうことで審議会を持っていまして、そこで答申を受けて、どうやって有料化をするか

ということは検討しておりますけど、なかなかそれを実施するまでにはいろんな課題が

多くて、それらを今クリアしながら、有料化の方向で市としては考えている状況であり

ますので、今後は有料化をするという考え方には変わらないということで、多分どの市

町も、「有料化はしたいんだけど、どうやってやろうかな」というところで悩んでいる

のじゃないかなと思っています。

○部会長 ありがとうございます。

ほかに何か、概要版でも構いませんし、冊子体についてでも構いません。今回のパブ

コメを踏まえた改訂に関しまして、「こういった文言を少し加筆すべきではないのかな」

といったところがございましたら、ご指摘いただけないでしょうか。

○委員 どうもありがとうございました。案を読ませていただいて、幾つか気づいた点が

ありますけれども、ここで申し上げてよろしいでしょうか。

○部会長 ぜひお願いします。

○委員 まず、体裁ですけれども、もし直るようであれば、ちょっと読んだときにトピッ

クばかりが目立って、本文のほうがあまり目立たないんですね。トピックは全てゴシッ

ク体ですが、本文のほうは、ゴシック、明朝、いろいろと混ざっていまして、どうして

もトピックばかりが目立ってしまいますので、その辺は少し工夫していただいたほうが

よろしいと思います。トピックはあくまでもコラムですので、メインは本文のほうだと

思いますので、その辺の体裁を考えていただければありがたいと思います。

それと同時に、例えば21ページを見ていただくと、図表22、「食品ロスの発生要因（１）」
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とあります。次のページ、22ページを見ますと、図表23、「食品ロスの発生要因（２）」

とありまして、（１）と（２）は本来は同じページにあったほうがいいのに、ここでは

分かれていて、なおかつ21ページの下はかなり空いております。こういった報告書とし

て出すときの体裁というのは、よくよく最後チェックしていただいたほうがよろしいと

思いますので、その辺、最終的に、できれば部会長もちゃんと見ていただければありが

たいというふうに思っております。

あと、先ほども指摘がありましたけれども、「トン」と「t」というものの表記ですが、

ずっと見ても「トン」に統一されていないで、「t」というものを「トン」に置き換えて

いるものがかなりありますので、その辺、フォントなども含めてちゃんと体裁を整えて

いただければありがたいというふうに思います。あと、字体なども含めて最終的にチェ

ックしていただければありがたいというふうに思います。

ただし、内容としては非常によく精査されていると思いますので、十分な循環型社会

形成計画の第４次バージョンになるというふうに私は考えております。

○委員 先ほどの委員が体裁の話をされましたので、私もついでにちょっと。

パブコメに対する対応等、非常に丁寧にやってくださって、より分かりやすくなって

いると思います。先ほどのご説明の中で、例えば年号に対しては、西暦と和暦をうまく

合わせるというような話だったんですが、これは多分図表のほうもこれからそういうふ

うにされると理解しておりますが、図表の中は、多分冊子体のほうはずっと「H28」「H29」

という形で統一されている部分が多いと思うのですけれども、このＡ３判は全部西暦に

なっていますので、その辺、冊子体の中のものと、このＡ３の概要版が一致するように

したほうがいいと思います。

特に、この概要版の「廃棄物の状況」のところの上のほうの絵ですね。この「総排出

量」。これは、冊子版のほうは図表27に対応すると思うのですけれども、単位をわざわ

ざ１桁、「千トン」から「万トン」に替えているようですけれども、これはどちらかに

統一したほうが分かりやすいと思いますので、その辺の細かいところも、ぜひとも調整

していただきたいと思います。

○部会長 ありがとうございます。

事務方から、何かそれにつきましてコメントはありますか。先ほどの委員のものも踏

まえて、あわせて何かありましたら。

○廃棄物リサイクル課 ご意見ありがとうございます。
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トピックが非常に目立つとの件ですけれども、このトピックは、「見やすいように」

デザインをお願いをした経緯もあって、逆に言うと、やはり見やすいというか、洗練さ

れているようなこともあるのですけれども、ご意見を踏まえまして、もうちょっと在り

方を検討したいと思います。

あと、単位等につきましても、１回細かいところまで顔を突き合わせてチェックをし

ておりますが、もう一度、表も含めてチェックをしたいと考えております。

○部会長 ありがとうございます。

それでは、お願いします。

○委員 49ページの下から３行目ですけれども、「実施は、ごみが減る一方で」って、何

となくごみが減っちゃいけないような雰囲気になっちゃうので、そこの言葉がちょっと

引っかかったんですけど。減ったほうがいいのに「減る一方」というのは、ちょっと考

えました。

それで、「住民に新たな負担」って書いてありますけれども、ごみ袋を買うのが負担

というよりも、行政が納められた税金でごみ処理をするか、これを住民がごみ袋を買っ

て税金として納めるかというその違いなだけで、新たな負担というのは何かちょっと、

ごみを出す側からすると同じような気がするのですけれども、どうでしょうか。

それから、ごみの仕分も、生ごみと、それからミックスペーパーとか古着類を区別す

れば、ごみはかなり減るはずですので、そんなに負担というのはないと思うのですけれ

ども。皆さんがリサイクルとかいろいろ考えて仕分してくれればとても助かるのですけ

れども、実際今私が住んでいる西伊豆町も、ミックスペーパーと、それから古着類の説

明会を、あちこちのサロンとか社協のデイサービスとかでやっていると、「ああ、知ら

なかったよ」とかいう人が多いものですから、皆さんの地区でも、そういうところを、

もっと県のほうからそういう書類とかを出していただければ、ごみも減って、住民の新

たな負担ということもあまり考えなくてもいいのではないかなと思います。

○部会長 ありがとうございます。

今の委員のご意見につきまして、事務方から何か回答はございますでしょうか。

○廃棄物リサイクル課 ありがとうございます。

ここのところは、全体的に、この５行の表現はあまりよくないと感じておりますので、

先生の意見を踏まえまして、もう１回見直したいと思います。

有料化につきまして、私の個人的な意見を少し言わせていただくと、私のところは15
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世帯で出しているのですけど、ごみの量は「まあ、大体このぐらいかな」というのはイ

メージであります。一方で、ちょっと違う有料化の自治体のごみの集積場を見る機会が

ありまして、同じぐらいの十数世帯のところを見たんですけど、やはり半分ぐらいです

ね、有料化になりますと。私も、「新たな負担」といっても、１枚３円、５円の話なの

で「そんなに変わらないかな」などと心の中で思っていたのですけれども、それを見て

「ああ、こんなに違うんだ」と改めて感じました。これは負担にはなりますけれども、

リサイクルが進むことにもなりますので、ここのところは、もう少し前向きな表現とい

いますか、後ほど部会長と相談をさせていただいて、ここは表現を変えたいというふう

に思います。

○部会長 ありがとうございます。委員、よろしいでしょうか。

○委員 はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。

○部会長 ありがとうございました。

ほかに、先生方からご意見をいただければと思いますが。それでは、お願いします。

○委員 すみません。よろしくお願いします。

内容に関しては、もうものすごく精査をされて、全く私からはコメントはありません。

体裁のところでちょっとだけ気になるのが、表紙の右上にSDGsのロゴがあったり、Ａ

３の概要ペーパーも右上にSDGsのロゴがあるのですけれども、これってあれですかね。

くらし・環境部として、もうこういう方針ですかね。質問の意図は、いわゆるくらし・

環境部として、もう県として、環境局として「SDGsを推進するんだ」ということで、ほ

かの、例えば環境計画とか、そういう県が出すものに関しては、もうこれが統一されて

いるのか、それとも何か、今回だけ取ってつけたようにという、言葉はちょっと悪いで

すけど――ものだけなのかというところをちょっとお聞きしたくて。もしこれからつけ

るのであれば、これをずっと、やっぱり県としても「SDGsにちゃんと連携して取り組む

んだ」という意思表示にもなるので、つけるのであれば、継続して、例えば今後出さな

きゃいけない環境計画とか、いろんなそういう計画も、同じように統一してやっていた

だきたいなというのが意見です。

○部会長 ありがとうございます。

このロゴにつきましては、事務方から何かコメントはございますか。

○廃棄物リサイクル課 ご意見ありがとうございます。

すみません。そこのところは、このSDGsのロゴが統一されているかどうかというのは
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確認をさせていただきます。

ちなみに、この右側に「静岡県くらし・環境部」という形で縦の線が入っていますけ

れども、これは７～８年前から「くらし・環境部で出す冊子については全てこの体裁に

しましょう」ということで取り決められて、それを継承しています。SDGsについても、

環境基本計画がちょうどできるところですので、それと合わせるような形にしたいと思

います。ありがとうございます。

○委員 ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。

○部会長 ありがとうございました。

ほかに何かございますでしょうか。では、先にお願いいたします。

○委員 私から、先ほどの委員の先生方のお話に賛同いたしますけれども、ご提案といい

ますか、SDGsのロゴを入れる・入れないというよりは、SDGsの考え方をこの案に取り込

んでいくかどうかの部分で少し気になっています。

例えば、先ほどのごみの有料化の部分ですけれども、私も「新たな負担」という言葉

にはとても違和感を持ちまして、SDGsの考え方を取り込むのであれば、ごみが減ること

によってCO2も減りますし、エネルギーの削減ですとか、気候変動、自然災害の軽減にも

つながっていきますので、住民の皆さんにも、ごみ袋の有料化よりも大きなメリットが

あるものではないかなと思いますので、こちらの「新たな負担」という言葉は少し違和

感を持ちました。もしSDGsそのものの考えを取り込むのであれば、そういったメリット

につながるような表記。SDGsが盛り込んであるような表記になると一番いいかなという

ふうに感じました。

○部会長 ありがとうございます。

表記方法を中心としたコメントですけれども、事務方から何かありますか。

○廃棄物リサイクル課 ご意見ありがとうございます。

環境基本計画ですと、各項目の一番上に、SDGsのどれに当たるかというところが表示

されていて、それに基づいて進んでいくような形になっています。こちらのほうも、当

然SDGsの考え方を取り込みながら記載をするべきですけれども、もう１回精査する中で、

SDGsの考え方にそぐわないようなものは変えていくような作業は並行して進めたいと思

います。

○部会長 ありがとうございます。委員、よろしいでしょうか。

○委員 大丈夫です。ぜひお願いします。
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○委員 私も内容的には特に異論はございません。

やはり体裁の部分ですけれども、43ページですけれども、ここに図表34の絵があって、

この枠の中にあるちょっと太い字体ですね。何体というか分からないんですが、ちょっ

と丸っこい。これとか、その下の「具体的取組」のところでも、「衣類ごみの削減」と

か、その後も食のところとかがこの字体になっていて、この報告書を見ていると、この

字体が出てくるのってここだけなのかなと思って、すごく目立つんですね。目立つため

にこうしているのかもしれないんですが、ほかとの統一性というところを考えると、ち

ょっとお考えいただいたほうがいいのかなと。ダイジェスト版にもこの字体がたくさん

使われていますけれども、こちらはこちらで合わせる必要もないのかなと思いますので、

本文の中だけ考えていただければなと思います。

○部会長 ありがとうございます。フォントに関しましては、全くご指摘のとおりかなと

私も同感でございます。

これにつきましては、事務方からは何か。そのまま、そのとおりであるということで

よろしいでしょうか。ありがとうございます。

ほかに何かございますでしょうか。お願いします。

○委員 すみません。意見というよりも、表示ですけれども、75ページのトピックのとこ

ろが、表題と逆になっているので直したほうがいいと思うのですけど。「Topic」が隠れ

ています。

○部会長 そうですね。そのとおりです。

○委員 それだけです。失礼しました。

○部会長 いえいえ、ありがとうございます。

お願いします。

○委員 ちょっと細かいことで恐縮でございます。66ページでいいのかしら。一番下のイ

のところで、「プラスチック資源のリサイクルの徹底」ということでここに書いていた

だいているところの次に、「プラスチック資源循環法が」って書いてありますね。これ

は正式には「プラスチック資源循環促進法」だと思うのですが、わざとこういうふうに

してあるのかどうかですけれども、ここに正式に書くとしたら「プラスチック資源循環」

の後に「促進」という言葉を入れたほうがいいかなと思いました。それだけでございま

す。

○部会長 ありがとうございます。
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これは事務方、どうでしょうか。

○廃棄物リサイクル課 法律の名前としましては、実はもっと長くて、「プラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律」というような名前が正式名称だと思いますが、略

称で言うときに「プラスチック資源循環法」と言うか「循環促進法」と言うのかという

ことですが、国のほうで示されている、このプラ新法の説明で使われていた言葉が「プ

ラスチック資源循環法」であったために、それをここでも採用させていただいて、この

記述にしておりました。

○委員 分かりました。私は、いつでもどこでも「プラスチック資源循環促進法」という

ことで話をしているので、ついそう思ってしまいました。趣旨がそういうことであれば

結構かと思います。申し訳ございませんでした。

○廃棄物リサイクル課 失礼しました。これにつきましては、先ほど、法律の名前を頭で

示して本文では略称だけにするという形のお話をしましたので、このプラスチック資源

循環法につきましても、頭のほうで「資源循環法」とすればここでもそう書きますし、

「促進法」とすれば「促進法」と書くわけですが、一応今のところは「資源循環法」と

いうふうに考えております。

○部会長 よろしいでしょうか。

○委員 分かりました。ありがとうございます。

○部会長 ありがとうございます。

○委員 今のプラスチック資源循環法の関係で、修正したほうがいいんじゃないかという

ところと、あと字句の修正を幾つか申し上げます。

まず４ページですけれども、４ページの一番下に「グリーン購入法」「食品ロス削減

推進法」「プラスチック資源循環法」とありまして、その下に「未施行（令和４年４月

施行見込み）」とあります。それで、この12月の時点では「見込み」という表現でよか

ったかもしれませんけれども、今年の１月14日に、この法律の施行期日を定める政令が

閣議決定されています。令和４年の４月１日施行ということがもう決まっていますので、

ここは「未施行」でなく、「令和４年４月施行」とした方が良いと考えます。

それに関連して、本文の52ページに、（２）のイの「プラスチック資源のリサイクル

の徹底」というところの３行目に「見込みであり」ということがありますので、入れる

ならば「予定であり」と。そうすると、それから２行ほど下に「講じるよう求められる

予定です」ということで「予定」が重なりますので、「求められることとなります」と
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いうような表現のほうがいいかと思います。

それと、今の「見込み」の関係では、66ページ。先ほど委員のご指摘のあったところ

ですけれども、66ページの３の「具体的取組」の（１）のイのところの「４月に施行さ

れる見込み」というのは、「予定」のほうがよろしいかと思います。

それから、字句の修正になりますけれども、43ページの２の「取組方針」の５つ目の

「○」のところですけれども、一番最後に「クルポポイント（※50ページ）」とありま

すけれども、このページが動いていますので、それはこれから最終版をつくるときにも

気をつけていただきたいと思いますけれども、今のページでは47ページにクルポポイン

トの説明がありますので、これはページの移動に従って直し忘れがないように注意をお

願いしたいと思います。

それから、あとは単純なところですけれども、71ページの一番下に「浄水場発生土の

有効活用」とありまして、分野が「浄水」で、「水を浄める」という形になっています

けれども、これは上水道事業の、下水に対する上水、「上」という字になるかと思いま

すので、分野としましては「上水道」の「上水」というふうにしたほうがよろしいかと

思います。

○部会長 ありがとうございます。

事務方は、ご指摘のとおりということでよろしいでしょうか。

○廃棄物リサイクル課 はい。

○部会長 ありがとうございました。

それでは私から１点ですが、これは現在、静岡県の環境基本計画をまとめるというと

きにも同じような視点でお話ししているのですけれども、今回のこの静岡県循環型社会

形成計画をPDFを使って公開していくであろうというふうに思います。このときに、今回

パブリックコメントをいただいた、古いバージョンでいきますと15番ですか。デジタル

版で本日お配りした回答ですと11番に相当すると思うのですけれども、いろいろなパン

フレットを県でつくって、それを電子ファイルで活用しているというようなことが、「県

のホームページに記載されていますよ」というような形で回答することになっておりま

す。最近のこのデジタル社会の状況を踏まえますと、該当箇所にリンクを貼って、例え

ば「これに関しましては、県はこういうパンフレットをつくっています」とか、そうい

う形で対応づけていくというのも１つの工夫かなと思います。

ただ、それに関しましては、ものすごい量になってしまいますので、例えば今回指摘
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があったところだけにするとか、あるいは概要版のみで、重要な箇所についてパンフレ

ットがあるものは県のパンフレットにリンクを貼るというような形で、少し仕事量を精

査していく必要はあるかと思いますが、昨今のデジタル化を踏まえたときに、せっかく

PDFで対応する以上は、リンクを貼るというのも１つの公開方法ではないかと思ってお

ります。このあたりも、少し事務方のほうでご検討いただければと思っております。

改めまして、委員の先生方から、何か最後にコメントございましたらいただけないで

しょうか。

それでは、意見も出尽くしたというふうに考えられます。このあたりで本日の審議を

終了したいと思っておりますが、本日の意見を踏まえた修正以外に、表現や記述箇所の

移動など、微修正がこの後作業としてあるかと思います。これにつきましては、私と事

務局で確認作業をすること。この点をご承認をいただきたいと思っておりますが、皆様

よろしいでしょうか。ご了解をいただけましたということで、この点につきましてはお

約束させていただきたいと思います。ありがとうございます。

ここまで、円滑な審議にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。それ

では進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。よろしくお願いします。

（終了）


